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 障がい者が地域で自立した生活を送ることができるよう、生活全般の相談支援に

取り組んでいます。 

 

 

松本圏域障がい者総合相談支援センターにいる相談員などと連携しながら、障が

い者の生活全般の相談支援、情報提供を行っています。 

 

 

〒３９９－０７８６ 

塩尻市大門七番町３番３号（塩尻市保健福祉センター１階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪所要時間≫ 

  ＪＲ塩尻駅東口から徒歩 7 分 
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塩尻市健康福祉事業部 福祉課障がい福祉係 

 

 

 電 話 番 号  ０２６３－５２－０２８０（代表） 

 ファクシミリ  ０２６３－５２－７７３２ 

 ホームページ  https://www.city.shiojiri.lg.jp/ 

 電 子 メ ー ル  fukushi@city.shiojiri.lg.jp 

 

 

利用時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

利用料金  無料 

休 業 日  土、日曜日、祝日及び１２月２９日～１月３日 

 

 

市の職員が、障がい者の生活全般について相談支援を行っています。 

福祉課がある塩尻市保健福祉センターには松本圏域障がい者総合相談支援セン

ターボイスがあるので、連携を取り合って専門的な相談支援を行っております。お

気軽に声をかけてください。 

 


